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永
年
勤
続
表
彰
者
表
彰
の 

 
 

 
 

表
彰
申
請
に
つ
い
て  

事
業
の
内
容
・
方
向
性
を 

見
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

 
 

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
最
低
賃
金
！ 

 
 

 

使
用
者
も
、
労
働
者
も
。 

 

経
済
講
演
会 

 
 

 
 

開
催
の
お
知
ら
せ 

 

働

き

方

改

革 

 

無

料

窓

口

相

談

会

開

催 

新
潟
県
最
低
賃
金
は
、
新
潟
県
の
現
下

の
経
済
・
企
業
・
雇
用
動
向
等
を
踏
ま
え
、

十
月
六
日
よ
り
八
三
〇
円
に
改
定
さ
れ
ま

す
。(

改
定
前 

八
〇
三
円) 

新
潟
県
最
低
賃
金
は
、
県
内
で
事
業
を

営
む
全
て
の
使
用
者
及
び
労
働
者
（
臨
時
、

パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
等
を
含
む
。）
に
適

用
さ
れ
ま
す
。
こ
の
機
会
に
最
低
賃
金
を

確
認
し
ま
し
ょ
う
。
詳
し
く
は
、
労
働
基

準
監
督
署
ま
た
は
商
工
会
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。 

        

 

南
・
秋
葉
区
商
工
会
連
絡
協
議
会
／
新

潟
法
人
会
白
根
地
域
部
会
で
は
、
新
潟
市

と
共
催
で
左
記
の
と
お
り
経
済
講
演
会
を

開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】 

令
和
元
年
十
一
月
七
日(

木) 

午
後
七
時
～
午
後
八
時
三
十
分 

【
会
場
】 

 

南
区 

白
根
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー 

【
内
容
】 

 

激
動
の
国
際
情
勢
か
ら
見
た 

 
 
 
 
 
 
 
 

日
本
経
済
の
行
方 

～
世
界
経
済
は
米
中
摩
擦
激
化
に
よ
る 

減
速
局
面
か
ら
脱
却
で
き
る
か
～ 

【
講
師
】 

 

ノ
ー
ス
ア
ジ
ア
大
学 

経
済
学
部
特
任

教
授 

野
口
秀
行
事
業
所
代
表 

 
 
 

野
口 

秀
行 

氏 

【
受
講
料
】 

 

無
料 

【
申
込
・
詳
細
等
】 

 

同
封
し
た
チ
ラ
シ
を
ご
覧
の
上
、
電
話

ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
て
商
工
会
ま
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

商
工
会
で
は
、
会
員
事
業
所
に
勤
務
す

る
従
業
員
に
対
し
、
事
業
主
の
申
請
に
よ

り
表
彰
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
勤
続
年
数

が
三
十
年
、
二
十
年
、
十
年
の
対
象
者
が

在
籍
す
る
事
業
所
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

表
彰
申
請
に
つ
い
て
ご
検
討
く
だ
さ
い
。 

【
申
込
期
限
】 

 

令
和
元
年
十
月
十
八
日
（
金
） 

【
申
込
・
詳
細
等
】 

 

同
封
の
案
内
文
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

販
路
開
拓
に
一
生
懸
命
取
り
組
ん
で
い

る
け
れ
ど
も
、
成
果
が
出
な
い
、
以
前
に

事
業
計
画
を
立
て
た
け
れ
ど
、
見
直
し
を

し
て
い
な
い…

こ
の
よ
う
に
事
業
の
方
向

性
や
成
果
に
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
。
本
セ

ミ
ナ
ー
で
は
事
業
の
内
容
や
方
向
性
を
見

直
す
こ
と
を
目
的
に
開
催
し
ま
す
。
今
後
、

小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金
な
ど
の
補

助
金
活
用
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
は
、
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

【
日
程
】 

一
日
目 

令
和
元
年
十
月
十
七
日
（
木
） 

二
日
目 

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日
（
火
） 

※
い
ず
れ
も
午
後
七
時
～
午
後
九
時
ま
で 

【
内
容
】 

一
日
目 

 

・
自
社
の
現
状
を
認
識
す
る 

 

・
会
計
の
基
礎
知
識 

 

・
貸
借
対
照
表
の
見
方 

二
日
目 

 

・
世
の
中
の
流
れ
を
把
握
す
る 

 

・
そ
も
そ
も
経
営
計
画
と
は 

 

・
事
業
構
造
を
見
直
す 

【
申
込
・
詳
細
等
】 

 

同
封
し
た
チ
ラ
シ
を
ご
覧
の
上
、
電
話

ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
て
商
工
会
ま
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

 

当
会
で
は
、
働
き
方
改
革
に
お
い
て
、

ど
ん
な
内
容
の
悩
み
で
も
無
料
で
専
門
家

に
相
談
で
き
る
「
働
き
方
改
革
無
料
窓
口

相
談
会
」
を
開
催
し
ま
す
。 

 

こ
ん
な
悩
み
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

・
結
局
、
何
か
ら
取
り
組
め
ば
い
い
の
か 

・
活
用
で
き
る
補
助
金
と
は 

10月 

の花 
 

コスモス 
 

商
工
こ
す
ど 

か
わ
ら
版 
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無
料
法
律
相
談
の
ご
案
内 

～
そ
の
悩
み
、
弁
護
士
に 

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
～ 

エ
キ
ス
パ
ー
ト
バ
ン
ク
制
度
の 

ご
紹
介 

「
下
請
か
け
こ
み
寺
」
事
業
に
つ
い
て 

今
月
は 

年
次
有
給
休
暇
取
得
期
間
で
す 

・
有
休
五
日
取
得
を
う
ま
く
進
め
ら
れ
な

い
！ 

ど
ん
な
小
さ
な
お
悩
み
で
も
、
構
い
ま
せ

ん
。
次
の
日
程
で
、
専
門
家
が
助
言
、
提

案
し
ま
す
。
折
込
チ
ラ
シ
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、「
新
潟
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ

ン
タ
ー
」
へ
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
て
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】 

十
月
～
十
二
月 

第
三
火
曜
日 

・
十
月
十
五
日
（
火
） 

・
十
一
月
十
九
日
（
火
） 

・
十
二
月
十
七
日
（
火
） 

 

（
計
三
回
） 

 

※
い
ず
れ
も
午
前
十
時
～
正
午 

【
会
場
】 

 

小
須
戸
商
工
会 

三
階
相
談
室 

新
潟
県
商
工
会
連
合
会
を
は
じ
め
、
各 

商
工
会
で
は
毎
月
無
料
法
律
相
談
会
を
開 

催
し
て
い
ま
す
。 

事
業
の
売
掛
金
の
回
収
や
、
債
務
整
理
、

そ
の
ほ
か
近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
悩
み
を
法
的
に
解
決
・
相
談
し
て

み
ま
せ
ん
か
。 

相
談
は
一
回
、
三
十
分
程
度
で
事
前
予

約
制
で
す
。 

【
十
月
の
日
程
】 

※
い
ず
れ
も
、
午
前
十
時
～
正
午
ま
で
で

す
。 

【
会
場
の
連
絡
先
】 

◆
新
潟
県
商
工
会
館 

（
新
潟
市
中
央
区
新
光
町
七―

二
） 

☎
〇
二
五‐

二
八
三‐
一
三
一
一 

◆
黒
崎
商
工
会 

（
新
潟
市
西
区
大
野
町
三
〇
二
一
） 

 

☎
〇
二
五‐

三
七
七‐

三
一
五
五 

◆
村
松
商
工
会 

（
五
泉
市
村
松
乙
二
四
五
） 

 

☎
〇
二
五
〇‐

五
八‐

二
二
〇
一 

 

（
公
財
）
全
国
中
小
企
業
振
興
機
関
か

ら
の
お
知
ら
せ
で
す
。
本
事
業
で
は
、
中

小
企
業
者
が
相
談
員
や
弁
護
士
に
取
引
の

悩
み
を
無
料
で
相
談
で
き
る
ほ
か
、
調
停

（
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
）
も
無
料
で
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
。 

（
☎
〇
一
二
〇‐

四
一
八‐

六
一
八
） 

 

新
潟
労
働
局
か
ら
の
お
知
ら
せ
で
す
。 

 

十
月
は
「
年
次
有
給
休
暇
取
得
促
進
期

間
」
で
す
。
今
年
度
の
四
月
か
ら
年
五
日

の
年
次
有
給
休
暇
（
年
休
）
の
確
実
な
取

得
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
来
年
度
の
業
務

計
画
等
の
作
成
に
あ
た
り
、
従
業
員
の
年

休
取
得
を
十
分
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
年

休
の
計
画
的
付
与
制
度
の
導
入
を
ご
検
討

く
だ
さ
い
。 

 

新
潟
県
商
工
会
連
合
会
に
は
、
エ
キ
ス

パ
ー
ト
バ
ン
ク
制
度
が
あ
り
ま
す
。 

エ
キ
ス
パ
ー
ト
バ
ン
ク
制
度
と
は
、
小

規
模
事
業
者
及
び
創
業
予
定
者
の
経
営
や

技
術
的
な
お
悩
み
・
ご
相
談
に
応
じ
て
、

登
録
さ
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
専
門

家
（
エ
キ
ス
パ
ー
ト
）
を
派
遣
し
、
具
体

的
・
実
践
的
な
事
項
に
関
し
て
適
切
な
指

導
助
言
を
行
う
制
度
で
す
。 

【
特
色
】 

一
．
専
門
家
の
謝
金
・
旅
費
は
全
額
バ
ン

ク
が
負
担
（
事
業
所
は
無
料
で
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。） 

二
．
対
象
者
は
小
規
模
事
業
者
（
小
売
・ 

卸
・
サ
ー
ビ
ス
業
は
従
業
員
五
人
以
下
、 

建
設
・
製
造
業
は
二
十
人
以
下
の
法
人
・ 

個
人
事
業
主
）
で
す
。 

三
．
専
門
家
が
直
接
事
業
所
へ
伺
い
ま
す
。

原
則
、
一
テ
ー
マ
に
付
き
一
回
訪
問
指

導
し
ま
す
。（
内
容
は
秘
密
厳
守
） 

四
．
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
経
験
豊
か
な
エ
キ

ス
パ
ー
ト
を
登
録
し
て
い
ま
す
。 

【
活
用
例
】 

・
経
営
ビ
ジ
ョ
ン
を
つ
く
り
た
い
が…

 

・
社
内
の
業
務
シ
ス
テ
ム
を
見
直
し
た
い 

・
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
を
図
り
た
い
が…

 

・
就
業
規
則
を
見
直
し
た
い
が…

 

・
社
員
の
教
育
訓
練
を
指
導
し
て
ほ
し
い 

・
新
分
野
の
進
出
、
新
技
術
の
導
入
を
す

す
め
た
い…

 

・
騒
音
振
動
対
策
を
し
た
い
が…

 

・
商
品
デ
ザ
イ
ン
を
見
直
し
た
い
が…

 

・
新
し
い
事
業
を
考
え
て
い
る
が…

 

・
店
舗
改
装
を
し
た
い
が…

 

な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
経
営
の
悩
み
に
対
応
し 

ま
す
。
お
気
軽
に
商
工
会
へ
ご
相
談
く
だ 

さ
い
。 

三
十
一
日
（
木
） 

二
十
九
日
（
火
） 

二
十
四
日
（
木
） 

十
七
日
（
木
） 

十
一
日
（
金
） 

四 

日
（
金
） 

日 
 

付 

村
松
商
工
会 

新
潟
県
商
工
会
館 

新
潟
県
商
工
会
館 

新
潟
県
商
工
会
館 

新
潟
県
商
工
会
館 

黒
崎
商
工
会 

会 
 

場 


